
 

 

 

 

 

吹田市公共施設（一般建築物） 

個別施設計画 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年3月 

（2021年） 

吹 田 市  



 

  



はじめに 

全国的に人口減少や少子高齢化が進んでいますが、本市においても同様の状況であり、今後高齢

者の増加に伴う社会保障費の増大や生産年齢人口(15 歳～64 歳）の減少による市税収入の減少が

想定されます。厳しい財政状況が継続することが見込まれるなか、将来にわたって質の高い市民サ

ービスを継続的に提供していくために、限られた予算の中で効果的かつ効率的に取組を進める必要

があります。 

本市では、昭和 30 年代（1950 年代後半～1960 年代前半）から昭和 50 年代（1970 年代

後半～1980 年代前半）にかけて、千里ニュータウンをはじめとする住宅地開発によって人口が急

増し、その人口増加に合わせ、市民サービスを確保するため、多くの公共施設を整備してきました。

現在、本市が保有する建築物のうち、築 30 年を超える施設が総延床面積の約 7 割を占め、老朽化

が進んでいるため、各施設の維持管理に係る費用が膨らみ、今後の財政運営へ大きな負担になると

考えられます。 

本市では、平成 24 年度（2012 年度）から学校や公民館などの一般建築物、道路や上下水道な

どのインフラ・プラント系施設、公有地を含めた「公共施設」を、世代を超えた市民の共有財産と

位置付け、良好な施設機能を長期的かつ安定的に供給することを目的として、公共施設の最適化の

取組を進めてきました。 

また、公共施設の老朽化問題が全国的に顕在化する中、国においては「インフラ長寿命化基本計

画（平成 25 年 11 月）」が策定され、施設を管理・所管する者に対し、維持管理や更新を着実に推

進するための行動計画や施設ごとの個別計画の策定が求められることとなりました。 

このような状況を踏まえ、本市ではこれまで取り組んできた一般建築物及びインフラ・プラント

系施設の最適化の基本的な考え方を整理した「吹田市公共施設総合管理計画」（以下「総合管理計

画」という。）を平成 29 年（2017 年）3 月に策定しました。今回策定する「吹田市公共施設（一

般建築物）個別施設計画（以下「本計画」という。）」は、総合管理計画の下位計画として、一般建

築物について個々の施設の具体的な対応方針を示したものです。今後、ICT 化が進み、公共施設の

市民サービスのあり方も変わってくることが予測されますが、本計画では、現施設の建物の修繕や

建替えに伴う維持管理を前提として策定しており、5 年ごとに見直しを行います。 

本計画に基づき、施設の建替えや大規模修繕等を進めることにより、中長期的な修繕・建替え等

にかかる費用の縮減を図りつつ、市民サービスの向上に努めてまいります。 
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